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発表の内容

1. メディカルコントロール体制強化事業に
ついて

2. 平成26年度からの処置範囲拡大につ
いて

3. 救急救命士の追加講習について
4. 非医療従事者によるAEDの使用につい
て



メディカルコントロール体制について
救急医療体制等のあり方に関する検討会報告書（平成26年2月）より

• MC協議会は救急業務全般について医学的側面から質の向上を図り、地域の救急医
療体制を構築するための協議会として役割が求められるようになってきた

• 一部のＭＣ協議会しか救急需要の増大に関する検討や患者受入れに関する調整に
ついて行われていない

• 救急救命士の増加や救急救命処置の処置範囲拡大を受けＭＣ協議会の作業量が増
加している

現状と課題

• 増大する救急活動の事後検証や搬送困難事例への対応等、MC協議会に求められて
いる役割を果たすため、行政機関・消防機関・医療機関・医師会等関係団体が連携す
ることが重要である。

• MC協議会の法的位置付けを明確にすること、また人的及び経済的に必要な措置を講
じることの検討するべきである。
→ＭＣ協議会に従事する医師の身分保障、給与、教育体制の構築

• 救急医以外（小児科・産科婦人科・精神科医等）が参画しやすい環境整備をするべき
である。

• MC協議会が自己評価し、他のＭＣから学ぶための指標の作成と全国ＭＣ協議会連絡
会等を介した情報共有を進める必要がある。

• 地域における救急情報を集約し活用するシステム作りが必要である。 等

今後検討すべき事項と方向性

１．メディカルコントロール体制強化事業について



メディカルコントロール体制強化事業

都道府県が地域の救急医療の実情に精通した若手医師（以下「MC医師」）をMC協議会
に配置することにより救急搬送困難事例の解消等を図り、円滑な救急搬送受入体制を構
築するとともにMC体制のもとで消防法における傷病者の搬送及び傷病者の受入れに関
する基準の検証を行うことなどを通じで地域の救急医療体制を強化するとともに、MCに
精通した医師を育成することを目的とする

目的

○救急医療の地域における諸課題の把握、分析
○消防機関・医療機関等に対する指導、助言等
○救急医療機関及び後方支援病院の確保、支援
○搬送先医療機関及び転送先医療機関の確保、調整
○救急医療に係る情報発信等
○その他、地域における救急医療体制の充実強化に必要なこと
○連絡会議の開催

MC医師の業務

※MC医師とは
・救急医療に従事し、関係機関との調整等の業務に必要な知識と経験を有する医師

（原則5年以上の救急臨床歴、救急科専門医やそれと同等の資格を有する医師）
・2年以上地域MCに関与、経験を積んだ医師
・BLS、ACLS、JPTEC,JATECなどの講習会や救急隊教育においての指導歴
・厚生労働省が行う病院前救護体制における指導医等研修（上級者研修）の受講が望ましい

従来の交付税措置されて
いる業務内容以外の範囲

育成



業務内容について①

（１）救急医療の地域における諸課題の把握、分析

医療機関、消防機関等に対する実態調査やヒアリン
グ等により、地域における救急医療の諸課題を把握、
分析し必要に応じて搬送基準の見直し、改善を行う。

（２）消防機関・医療機関等に対する指導、助言等

（１）による分析を検証し、必要な方策について、都
道府県等と連携しながら、必要に応じて消防機関、医
療機関に対し指導、助言等を行う。

「メディカルコントロール体制の整備に関わる医師の研修会」厚労省発表資料一部改変



業務内容について②

（３）救急医療機関及び後方支援病院の確保、支援

救急医療機関を確保するため、医療機関と調整を行うととも
に、搬送困難事例受入医療機関支援事業を行う二次救急医
療機関と綿密に連携するものとする。また、特に救急患者の出
口問題について、地域や医療機関の退院コーディネーター等
と協働して実態把握を行うとともに、協議の場を設けて検討し、
後方支援病院に対して受入を促すものとする。

（４）搬送先医療機関及び転送先医療機関の確保、
調整

MC医師は、休日・夜間等において、救急隊が搬送先の選定
に苦慮する場合は,消防機関等からの要請に応じて、自らその
搬送先医療機関の調整を行うものとする。

「メディカルコントロール体制の整備に関わる医師の研修会」厚労省発表資料一部改変



業務内容について③

（５）救急医療に係る情報発信等

地域において救急講習等を通じた市民教育や救急
医療の適正利用に係る普及啓発、AEDの普及啓発や
設置の推進などを行うものとする。

（６）その他、地域における救急医療体制の充実強化
に必要なこと。

（７）連絡会議の開催

上記の業務等を円滑に遂行し、関係者との連携、調
整を図るため連絡会議を開催するものとする

「メディカルコントロール体制の整備に関わる医師の研修会」厚労省発表資料一部改変



救急医療業務実地修練等研修事業
（平成27年度も実施予定）

救急医療に従事する者の質的向上を図るための研修

• 「救急医療業務実地修練等」
・救急救命士業務実地修練 （他に医師･看護師等もあり）

• 「病院前医療体制における指導医等研修」
・初級者編（３日間程度）

・上級者編（５日間程度）

（共通枠）メディカルコントロールの基本と運用の理解

メディカルコントロールに関わる医師のあり方

消防組織に対する理解（指導救命士を含む）

プロトコールの策定とオンラインMC （他）
（上級枠）救急医療体制に係る調整

搬送と受け入れ実施基準と緊急度判定

再教育システムの構築 （他）



本事業について「消防庁による
都道府県ＭＣ協議会へのアンケート」の結果

問２４ 貴協議会では、平成26年度から新設された救急医療体制強化事業
（メディカルコントロール体制強化事業および搬送困難事例受入医療機関支
援事業）について議論がありましたか。

あった ７（１５％） なかった４０（８５％）
副問２４－１ 問２４で「１．議論があった」を選択した方にお伺いします。 貴
協議会では議論の結果、事業の要否についてどのように考えていますか。

副問２４－２ 問２４で「２．議論はなかった」を選択した方にお伺いします。
貴協議会で事業について議論をしていないのはなぜですか。

１．事業が必要と判断し、実施を決定 １

２．事業は必要だが、都道府県の予算上、実施が困難 ３

３．事業は必要だが、専任医師の選出等の調整が困難

４．事業は不要

５．事業の要否についての結論は出ていない ２

６．その他 １

１．事業について十分な情報がなく、判断できない 16

２．事業を行う必要性がない 11

３．その他（具体的にご記入ください） 12



MC医師のための研修
「メディカルコントロール体制の整備に関わる医師の研修会」

• 主 催：厚生労働科学研究班・厚生労働省

• 日 時：平成26年1月15〜16日（２日間）
• 参加者：医師 23名、県職員 7名

（募集方法：都道府県衛生主管部局に対して募集）

• 内 容：地域の救急医療体制の把握の手法

搬送困難事例を減らすための対策

各地域の取り組みの共有

行政がMC医師に求めるもの



医師の包括的な指示
医師の具体的指示
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救急救命士による救急救命処置
（平成四年指第十七号「救急救命処置の範囲等について」 改正：平成２６年１月３１日 医政指発０１３１第１号）

※は心肺機能停止状態の患者に対してのみ行うもの

２．平成26年度からの処置範囲拡大について



救急救命処置拡大に関する実施状況調査
（調査概要）

調査の目的
全国の消防本部での新しい処置の実施状況について明らかにすること

アンケート調査方法
対象：全国752消防本部
方法：各都道府県消防防災主管部（局）を通じて調査票（電子ファイル）を

電子メールで配布し、回答結果を都道府県が取りまとめ、消防庁が

電子メールで回収。

調査期間 ：平成26年8月15日～8月28日
調査基準日 ：原則、平成26年7月31日時点
調査項目 ：都道府県、消防本部の救急救命処置拡大に関する実施状況

回収状況
回答消防本部 752 本部（100.0%）

12
平成26年度 消防庁実施 厚労科研（主任研究者 野口 宏）協力



救急救命処置拡大に関する実施状況調査
結果（速報）

新しい処置の運用の状況と今後の予定（消防本部）
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平成26年度 消防庁実施 厚労科研（主任研究者 野口 宏）協力



救急救命処置拡大に関する実施状況調査
結果（速報）

実施内容 本部数

実施していない（不明の場合も含む） 3 3%
文書での伝達でおこなった 7 8%
指示医師や施設に個別に説明をおこなった 8 9%
ＭＣ協議会等の機会に説明をおこなった 14 16%
文書での伝達でおこなった、及び指示医師や施設に個
別に説明をおこなった

6 7%

文書での伝達でおこなった、及びＭＣ協議会等の機会
に説明をおこなった

30 34%

指示医師や施設に個別に説明をおこなった、及びＭＣ
協議会等の機会に説明をおこなった

1 1%

文書での伝達でおこなった、指示医師や施設に個別に
説明をおこなった、及びＭＣ協議会等の機会に説明を
おこなった

18 21%

14

指示を出す医師や施設に対して実施した説明等の状況

平成26年度 消防庁実施 厚労科研（主任研究者 野口 宏）協力



処置範囲が拡大される事に関連してMC
協議会で調整すべき事項等

15

医師の指示、指導・助言体制

・特定行為の指示

・処置の指導・助言

・病院選定への助言

事後検証の実施

・救急活動記録表の検討

・救急救命処置の効果検証
・症例検討会の実施
・搬送後の評価・分析

再教育体制の整備

・病院実習の実施

・救急救命士の再教育の実施
・マニュアルの策定

・トリアージ、医療機関選定基
準の修正

プロトコルの策定

・救急救命処置

・緊急度・重症度判断

・医療機関選定基準

・搬送手段の選択

コア業務

平成25年度全国メディカルコントロール協議会連絡会 消防庁発表資料から抜粋



今後の予定

• 「救急救命士学校養成所指定規則」の改正
• 「救急救命士養成所の指導要領」の改正

• 平成27年度末（平成28年3月）の救急救命士
国家試験から上記改正に対応した内容での
試験実施。
（新規カリキュラムでの卒業者は追加講習の対象から外す予定）

16

救急救命士の国家試験のあり方等に関する検討会

救急救命士国家試験出題基準委員会 （日本救急医療財団主催）

テキスト追補版

昨年の資料

平成25年度全国メディカルコントロール協議会連絡会 厚労省発表資料から抜粋

３．救急救命士の追加講習について



救急救命士の追加講習について

• 救急救命士国家試験出題基準の改訂（予定）
（日本救急医療財団が設置する「救急救命士国家試験出題基準委員会」による）

（拡大された処置範囲については平成25年1月に改訂済み）

• 平成27年度の救急救命士国家試験から新出題基
準に準拠するため、新規合格者はブドウ糖溶液の
投与等に関する追加講習は必要なくなる予定。

（※認定には薬剤投与に関する実習を終えていることが必要）

• また、新出題基準には「ビデオ喉頭鏡」も含まれるた
め、新規合格者はビデオ喉頭鏡に関する追加講習
は必要なくなる予定。（※病院実習は必要）

17



４．非医療従事者による自動体外式
除細動器（ＡＥＤ）の使用について

• 平成16年7月1日の通知（各都道府県知事宛 厚生労働省医政局長通
知）により、非医療従事者に対してAEDの使用を可としている。

• 効果検証について（上記通知の抜粋）

非医療従事者がＡＥＤを使用した場合の効果について、救急搬送に係る事後検
証の仕組みの中で、的確に把握し、検証するよう努めるものとし、その際、「メ
ディカルコントロール体制の充実強化について（平成15年3月26日付消防庁救急
救助課長、厚生労働省医政局指導課長通知）」により、庁内関係部局間の連携
を密に、事後検証体制の確立に引き続き努めること。

• 非医療従事者による自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用のあり方検討
会報告書（平成16年7月1日）（抜粋）
成果の検証とさらなる向上のための見直し

○非医療従事者が自動体外式除細動器を使用した場合の効果については、救

急搬送に係る事後検証の仕組みの中で、的確に把握し、検証することが適切で
ある。（後略）

○非医療従事者による自動体外式除細動器の使用について、上記の検証結果

などに基づき、条件として示した講習のあり方など、関連する取組の内容につい
て、適切に見直すことが必要である。



事後検証状況（非医療従事者による除細動）

事後検証結果の活用状況

7.2%

94.5%

8.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

住民に情報を還元している

地域MC協議会や消防機関等で情報共
有している

その他

事後検証結果の活用方法「その他」の内容

○ 情報共有に関する取組
• 搬送先医療機関に情報提供を行っている。
• 都道府県と情報共有を図っている。

• 救急隊の事後検証票に記載して事後検証を行い、
検証医師から戻ってきた事後検証票のコメント等を
材料とした署内検証会を行っている。

○ 住民への普及啓発に関する取組
• 救命講習会で奏功事例として紹介を行っている。
• 施設等での事案において、AEDの操作に不備があっ
た場合、当該施設等に直接連絡している。

• 状況によっては人命救助の表彰をし、報道等を通し
て市民に広報している。

• 実施者に対しての精神的ケアを行っている。

事後検証を行っていない背景

16.8%

12.3%

78.4%

19.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

検証する余裕がない

検証の仕方、方法が分からない

検証について議論がなされていない

その他

事後検証を行っていない背景「その他」の内容

• 除細動を行った住民（非医療従事者）本人との接
触が難しいため。

• AEDのリース会社にデータの提供を求めたところ、
個人情報に係るとの理由で断られたため。

• 検証に係る負担金、医師の調整がなされていない
ため。

• 民間保有のAEDについては、データ抽出に費用負
担が発生するため。

対象：消防本部 実施している N=457  60.9% 無回答 N=2  0.3%  
実施していない N=292  38.9% 

平成26年度消防庁によるアンケート結果



AEDの設置登録情報の有効活用について

AEDの設置登録情報のこれまで
• 設置者による登録作業等の事務負担軽減から販売業者を
通じて日本救急医療財団に登録することの協力依頼
（平成19年3月30日 JEITA会長宛 指導課長通知）

• 日本救急医療財団から都道府県にAED設置登録情報を提
供するので、適切な管理、アクセス向上及び、効果検証に活
用するよう情報提供
（平成19年3月30日 都道府県衛生主管部AED担当課長宛 事務連絡）

• 地方公共団体が情報提供を希望した場合に提供するよう検
討依頼（平成25年9月27日 日本救急医療財団理事長宛 指導課長通知）

日本救急医療財団に寄せられるAED設置登録情報を新年度を目処に都道府県等
へ情報提供できるように、日本救急医療財団では検討を進めている。



「メディカルコントロール体制強化事業」
（MC医師の配置）

の活用をご検討下さい。


